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「障害の有無にかかわらず、多様な子どもが共に学ぶことの実現を」 
 
わかば支援学校、校長の小林でございます。 
平成 19 年度に始まりました「特別支援教育制度」とは、日本国における「障害者の権利条約」

批准に向けた大きな礎として始まり既に１８年目となります。 
特別支援教育の推進は「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築」の実現

を目指すため極めて重要なものであります。 
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築」とは、地域の幼稚園・保育所、

認定こども園、小中学校、高等学校で障害の有無にかかわらず、多様なお子さんが共に学ぶこと
の実現を目指していくものです。 
本校におけるセンター的機能の発揮は、地域の小中学校等にて、一人でも多くの障害のあるお

子さんが通常の学級や特別支援学級で生き生きと学んでいくことができることを目指し、発揮す
ることに重点をおいております。 
センター的機能の発揮の要請を行う際には、まず、校内委員会で検討を行っていただいた上で、

本校にセンター的機能の発揮の要請をいただくようお願いします。 
地域の皆様や教育関係者の皆様とともに、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テムの構築」を推進していきたいと考えます。 
                                              わかば支援学校 校長 小林 勝 

教室内の環境設定について 

年度始めは、新しい先生との出会いやクラス替え、教室の移動などたくさんの変化がある時期です。

新しい教室が、子どもたちにとって安心して過ごせる居場所になるように、本校で行っている教室内

の環境設定について紹介します。 

 

教えて！ 

わかばちゃん 

カレンダー 

「きのう」「きょう」「あした」の

表示や行事のイラストなど、 

見通しをもちやすいよう工夫

しています。 
 

ホワイトボード＆ 

持ち物チェッカー 

必要なことをその場でメモ

できるよう、自分の座席に用

意しています。また、市販の

持ち物チェッカーを使って、

視覚的に持ち物を確認して

います。 

時間の構造化 

日常生活の中で行うことを

順序立てて示すことで、次

に何をするのかわかりやす

くなります。実態に応じて、

項目ごとに切り離しておい

て確認する方法もあります。 

 

声のものさし 

友達や先生の声も、環境

の一部です。適切な声の

大きさを示すために使っ

ています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆事前に本校へ電話、FAX、メール等でご連絡ください。  ☆電話やメールでのご相談は随時お受けしています。 

下の表は、特別支援学校への就学や進学を検討する場合について、例年の流れをまとめたものです。 

小学校や中学校段階は義務教育ですので、お住まいの地域の教育委員会とよく相談され、居住地域の小学校や

中学校の見学等を行うことが必要です。 実際に見ることで、学校の様子や雰囲気を感じ、体験を通して、総合的に

検討されることが望ましいです。高等部は義務教育ではありませんので、入学者選抜検査があります。進路選択には

様々な進路の方向を知ることとともに、本人の希望がとても重要です。 

本校では、今年度もオープンスクールは実施しません。まずは、本校ホームページや学校概要の紹介動画（５月中

に掲載予定）を視聴いただき、学校の様子を知っていただきたいと思います。 
 

【小学校や中学校、支援学校への就学・転学について】       【高等学校・支援学校高等部の受検までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県立わかば支援学校 
〒400－0226 南アルプス市有野３３４６－３ 
ＴＥＬ：０５５－２８５－１７５０  ＦＡＸ：０５５－２８５－５８２７ 
担 当：インクル推進部 ( 五味 優紀  鮫田 直子  田中めぐみ  濱田 結衣)  

【ＵＲＬ】 http://www.wakabay.kai.ed.jp/ 
【Ｅ－Ｍａｉｌ】  wakaba-yg@kai.ed.jp 

受付時間  月・火・木・金 ９:30～1６:３０ 

＜訪問支援＞ 

☆要請による、支援地域の幼稚園・保育園・こども園・小学

校・中学校・高等学校等への訪問。状況により、心理士、

ST（言語聴覚士）等、専門家を活用して相談することが

できます。 

＜研修支援＞ 

☆特別支援教育に関する研修会の助言等のサポート 

☆インクルーシブ教育システムに関する啓発 

＜学校見学、体験学習＞ 

☆進路選択のための校内の見学、授業の体験、参加 

※まずは本校 HP での学校概要紹介の視聴をお願

いします（現在準備中です）。 

＜教育相談＞ 

☆学習面、生活面及び障害特性に応じた教育的支援等

に関する支援 

☆就学及び進学に係る相談 

 

《対象地域》 

韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、

中央市、昭和町 

＊＊＊ わかば支援学校のセンター的機能について ＊＊＊ 

就学・進学に向けて 

＜訪問支援の流れ＞（午前・午後とも観察対象者は２名までとさせていただきます。）  

①校内委員会で、校内での支援を十分に検討 （訪問支援について、保護者の同意を得る） 

②電話にて訪問支援の要請（相談内容、校内委員会での検討状況等を聞き、わかば支援学校内で派遣検討） 

③訪問日程の決定後、派遣依頼文書（様式１）と相談票（様式２）の作成（本校 HPからダウンロード可能） 

④わかば支援学校へ派遣文書（様式１）と相談票（様式２）を郵送 ※公印を押してください（様式１） 

⑤派遣文書（様式１）の写しを、小・中学校は、市町教育委員会・中北教育事務所、高等学校は、特別支援教育・ 

児童生徒支援課へ送付 

⑥訪問支援の実施  

⑦実施後、市町教育委員会へ報告 


